
 1 

原 水 協 活 動 F A X  N e w s 
発行：原水爆禁止日本協議会     電話０３‐５８４２‐６０３１ ＦＡＸ０３‐５８４２‐６０３３ 

ＵＲＬ http://www10.plala.or.jp/antiatom/  E メール antiatom55@hotmail.com ２００７年１１月２日 No.９ 

 
 
 

県原水協事務局長・渡部雅子 

県内全25市町村で「非核自治体宣言」を国に求める意見書を採択した秋田県のとりくみについて、経過や

教訓を渡部雅子県原水協事務局長から寄せていただきました。 
 
「非核日本宣言」が発表され、日本原水協のとりくみの方針が提起されたことを受けて秋田県原水協は、平

和行進と結合して、自治体首長、議長、地域の有力者から支持・賛同を得る、６月議会に陳情を出し採択を求

める、あわせて「国の被爆者援護の抜本的見直しを求める陳情」も出す、平和行進には県原水協から理事長か

事務局長が全コースに参加する、などを全県理事会で決めました。 
６月議会に向けて、「非核日本宣言、陳情文、意見書例文」を議会事務局宛に送りました。議会開会中の６

月の平和行進では、世界大会パンフレットを渡しながら、議会関係者や首長と懇談をしました。北朝鮮の核実

験問題やイラク戦争の泥沼化などとあわせて、改憲問題を憂慮している町村関係者が多いことに驚きました。

こうした自治体関係者の意向をふまえて「非核日本宣言」の意義について懇談し、被爆国の政府として核廃絶

で国際的なイニシアチブを発揮してほしことなどを訴えました。６月議会では 17自治体、９月議会で継続審
議となっていた８議会で採択され、県内全自治体で意見書が採択されました。現在、首長、議長からの賛同も

寄せられています。 
全自治体での意見書採択が実現した背景には、以下のような長年の運動があります。 
１、アピール署名が 78 万筆を超え、県民過半数を達成していたこと、その中で住民過半数達成自治体
が多数生まれていたこと。 

２、非核自治体宣言が合併前の全自治体で採択されていたこと。 
３、平和行進で毎年、首長、議長、担当者と懇談していたことから、核兵器廃絶問題は原水協という信

頼関係があること。 
４、地域の平和を守る運動の一翼を原水協が担ってきたこと。 
５、平和関連問題で日常的に、すべての地方議員を視野にいれて働きかけ、議会総務委員会、議員学習

会等の講師などを原水協が勤めてきたこと。 
残された課題として、県議会での意見書採択があります。 

 
  
新日本婦人の会（新婦人、高田公子会長）が各地で集めた「すみやかな核兵器の廃絶のために」署名が 10
月 31日、50万 412筆と、50万筆を突破しました。署名全体数約 174万３千筆の３割にあたります。 
戦中・戦後の苦しみを知る会員と若い子育て世代の会員が手をつなぎ、被爆の紙芝居を上演しての原爆の碑

めぐり、動物園や植物園などでのランチとセットにした署名行動など、創意・工夫をこらした平和の取り組み

を広げてきました。新婦人では、署名運動の飛躍の中で全国大会（11／10～）成功につなげようと奮闘中で
す。 




